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本関 ●税関の所掌事務の総合調整　
●会計、行政財産及び物品の管理
●職員の任用、服務、人事及び給与　
●職員の福利厚生　●税関についての広報及び広聴

●船舶、航空機の監視取締り　
●旅客、乗組員の携帯品等の取締り  ●輸出入貨物に係る検査
●保税地域等の許可又は承認及び取締り

●輸出入貨物に係る審査、許可及び承認
●輸入貨物に係る関税等の税率の適用、確定及び徴収
●輸出入貨物の分析、鑑定　●国際郵便物の検査及び徴税
●通関業の許可、通関業者の監督及び通関士試験
●AEOの承認・認定及び監査

●輸出入された貨物の調査　●犯則事件の調査及び処分
●情報の管理及び分析　●外国貿易統計の作成・公表

五代友厚
（写真） 国立国会図書館蔵

大阪税関の仕事
　大阪税関の前身は、慶応３年８月（1867年9月）、運上事務（現在の税関の仕事）及び外交
事務を取り扱うため、現在の西区川口に開設された川口運上所です。
　翌年の大阪港開港とともに、大阪の近代経済の礎を築いたことで名高
い五代友厚が運上所の事務を管掌することとなりました（初代税関長）。
　明治５年11月28日（1872年12月28日）、運上所を「税関」として呼称
統一することが決まり、翌６年１月４日大阪税関と改められました。

（11月28日を税関記念日としています）

　明治・大正時代には、大阪の商工業の発達に伴う著しい貿易の伸長とともに本関庁舎を
港区築港の現在地へ移転しました。
　戦後、我が国の目覚ましい復興とともに大阪税関は進展を続け、我が国の経済発展と
国際化の中で大阪税関の果たす役割はますます重要なものとなっています。

大阪税関の沿革

大阪税関の管轄区域

大阪税関の機構

明治元年当時の運上所

　大阪税関は全国を９つの区域に分け設置されている
税関のひとつであり、約1,500名の職員が輸出入貨物
や国際郵便物の通関、密輸の取締りなどに
あたっています。
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管轄区域（2府6県）
大阪府、京都府、奈良県、
和歌山県、滋賀県、福井県、
石川県、富山県

大阪税関本関

安全・安心な
社会の実現

［ 税関の3つの使命 ］

安全・安心な社会の実現
密輸の取締り

適正かつ公平な
関税等の徴収

貿易円滑化の
推進

　税関では、我が国の社会の安全や経済の秩序を守るため、港や
空港において24時間365日密輸の監視取締りにあたっています。

　船舶乗組員による社会悪物品密
輸入や洋上での不正薬物等の取引
に対処するため、警察や海上保安庁
と連携し、海上における水際取締り
を実施しています。

監視艇による水際取締り

　外国から入港する船舶・航空機を
利用して社会悪物品等が国内に持
ち込まれることがないよう、船内・機
内検査、張込み、検問、巡回等を行っ
ています。

船舶・航空機の取締り

　外国からの航空機旅客、船舶旅客
の携帯品（手荷物）通関手続を行うと
ともに、不正薬物やコピー商品、希
少動物等輸出入が禁止・規制されて
いるものを水際で防ぎます。

携帯品の通関手続

テロ対策

　我が国におけるテロ行為等を未
然に防止するため、警察等関係取締
機関と連携するほか、民間事業者か
ら不審情報を収集する等、爆発物等
テロ関連物資の不正輸出入阻止に
取り組んでいます。

テロ関連物資の不正輸出入阻止

　不正薬物、銃器等の密輸入や、関
税の脱税など、関税法違反の犯則調
査を行います。適正な通関と貿易秩
序を維持するため違反事件の真相
を究明し、悪質事犯については検察
庁に告発して処罰を求めます。

関税法違反事件に係る調査 　海外や国内の取締機関や情報機
関と連携し、密輸取締に関連する情
報の収集や分析を行っています。

輸出入通関

　輸出入される貨物について、申告
内容を審査し、必要な検査を行って
います。

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者を税関が承
認・認定し、税関手続の簡素化等のベネフィットを与えるAEO制度の利用を推進
することで、貨物のセキュリティの確保と貿易円滑化の両立を目指しています。

輸出入貨物の通関

　税関の外郵出張所において、郵便
物に貼り付けられた税関告知書に
よってその内容を確認し、必要な検
査を行っています。

国際郵便物の検査

　輸出入・港湾関連情報処理シ
ステム（NACCS）は税関等関係
省庁と民間利用者とを通信回線
で結び、輸出入貨物の通関手続
や関税等の徴収をオンラインで
処理しています。
　このシステムの導入により、現
在、輸出入申告の約99％を電子
的に処理しており、手続の迅速
化、適正化、物流の円滑化に大き
な効果をあげています。

事後調査

NACCS

適正かつ公平な関税等の徴収

取締・検査機器

　コンテナや自動車などの大型貨物
の検査を可能とするため導入されま
した。正確性と迅速性を両立し、検査
効率の向上につなげています。

大型X線検査装置

　人間の数千から数万倍といわれる
嗅覚を利用し、ハンドラーとともに携
帯品や外国郵便物、国際宅配便、商
業貨物等に隠された不正薬物の発
見・摘発に貢献しています。

麻薬探知犬を使った検査

犯則調査 情報収集・分析

　税関では、輸入申告された貨物等に係る関税や内
国消費税を徴収しており、適正かつ公平な関税等の
徴収に取り組んでいます。

関税技術協力

 開発途上国税関への職員派遣や研修員
の受入れ等を通じ、専門知識や技術を伝授
し、途上国税関の改革・近代化に貢献する
世界の技術協力をリードするとともに、途
上国税関との関係強化を図っています。

　「保税」とは、輸入しようとする貨物について、その関税や消費税などの徴
収を一時留保するという意味です。外国から到着して輸入許可を受けてい
ない貨物（外国貨物）や外国へ輸出しようとする貨物は、原則、通関手続きの
ために一時蔵置されます。
　この場所を保税地域といい、税関の監督下に置かれます。また、保税地域
では外国貨物を保税のまま一定期間蔵置したり、加工、製造、展示すること
もできます。これらは貿易の振興や発展、国際的な文化の交流、さらには地
域の活性化、国際化等にも大きな役割を果たしています。

保 税

　税関では、輸出入申告データをもとに貿易統計を作成・公開しています。こ
の統計は日本の経済指標の中でも重要な統計の一つで、政府の経済政策や
企業経営の資料などに幅広く活用されています。
※貿易統計に関する資料は税関ホームページから検索・閲覧が可能です。

貿易統計

様々な制度・取組み

貿易円滑化の推進 貨物のセキュリティの確保と貿易円滑化の両立を目指しています。

貨物のセキュリティ管理と法令遵守（コンプライアンス）の体制整備
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簡易かつ迅速な税関手続を提供

大阪税関ホームページ　貿易統計

　税関旗は、明治25年8月3日に制定さ
れ、青いところが“海と空”白いところが
“陸地”、その接点に税関があることを意
味しています。

　ゲート（門）の中の天秤
は公平を、鍵は保全を意
味し、税関の役割を図で
表現するとともに、3つの
桜が税関の使命（安全・
安心な社会の実現、関税等の適正・公平
な課税、貿易の円滑化）を示しています。

税関旗

AEO（Authorized Economic Operator）制度
神戸税関門司税関 函館税関

東京税関

横浜税関名古屋税関大阪税関
沖縄地区税関

長崎税関

　貨物の輸入通関後、輸入者の事業所
などを個別に訪問して納税申告の内容
が適正かどうかを確認します。不適正
な申告はこれを是正するとともに、輸
入者に対する適正かつ公平な課税を
確保することを目的としています。

輸入通関後の調査
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